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添付書類

事　業　報　告
平成19年４月１日から
平成20年３月31日まで

１.企業集団の現況に関する事項
（1） 事業の経過およびその成果ならびに対処すべき課題

①　事業の経過およびその成果
当期のわが国経克2,836億円、営業

利益は15e36 億怨 益個 【,
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益は、税制改正を受け減価償却方法を変更した影響などにより、前期に比べ26億円減
益の919億円となりました。

【電力卸供給事業】
現在、神鋼神戸発電所では、最大出力140万キロワットの電力を供給しております。当
事業の売上高は、前期比８％増の718億円となりましたが、これは、電力単価に転嫁され
る石炭価格の上昇によるものであり、営業利益は前期並みの180億円となりました。

【アルミ・銅関連事業】
ア 昇 気こ ル 蠃 立 ほか~䜟 鋳> たが痘な撣íぉ期蔽 晶りました。銅圧延品の販売量は、電子材料用銅板条が堅調に推移したものの、空調用銅管は国内

を中心に減少したことにより、前期を下回りました。
アルミ鋳鍛造品については、自動車サスペンション用鍛造品の需要増を米国における

能力増強により着実に取り込んだことなどから、売上高は前期を上回りました。
以上のに者
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株式会社神鋼エンジニア
リング＆メンテナンス

150
各種プラント・機械の設計、製作、
据付、配管および保全工事

千リンギットマレーシア

千米ドル

千タイバーツ

51.49
株式会社テザックワイヤ
ロープ

450 鋼索・鋼線・鋼撚線の製造、販売

神鋼神戸発電株式会社 3 ,000 100.00 電力卸供給

溶接材料および溶接関連機器の販
売

溶接材料の製造、販売エヌアイウエル株式会社コウベウェルディングオブコリア
カンパニー リミテッド44

5 ,914

100.00

91.06神鋼リードミック株式会社1,800 75.00

電子部品・半導体および周
売

神鋼メタルプロダェ ダェ ダェ



－ － ｠ コベルコ建機株式会社を,宴厭管栗厭厭建設機械の製造、販売
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借　入　先

（9） 主要な借入先および借入額（平成422

43,131

百万円

２.会社の株式に関する事項（平成20年３月31日現在）
（1） 発行可能株式総数 6 ,000 ,000 ,000株
（2） 発行済株式の総数 3 ,115 ,061 ,100株
（3） 株　主　数 251 ,849名
（4） 大　株　主

(注) １. 当社は、自己株式107,463千株を保有しておりますが、上表には記載しておりません。大株
主の当社に対する持株比率は、自己株式を控除して計算しております。

(注) ２. 株式会社みずほコーポレート銀行は、株式会社みずほフィナンシャルグループの完全子会社
であります。当社は、株式会社みずほフィナンシャルグループの普通株式13,802株（持株比
率0.12％）を保有しております。

(注) ３. 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社および株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行は、株式会社三菱ＵＦＪフ
ィナンシャル・グループの完全子会社であります。当社は、株式会社三菱ＵＦＪフィナンシ
ャル・グループの普通株式

――
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3.24

2.34

1.74

1.57

1.50

1.17

株　　主　　名 持　株　数 持株比率
当社の大株主への出資状況

持株比率持 株 数

日本生命保険相互会社

新 日 本 製 鐵 株 式 會 社

住友金属工業株式会社

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口）

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）

株式会社みずほコーポレート銀行

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行

双 日 株 式 会 社

ニッセイ同和損害保険株式会社

125 ,310

107 ,345

107 ,345

106 ,829

97 ,370

70 ,369

52 ,333

47 ,348

45 ,016

35 ,223

千株 千株 ％
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取締役副社長
（代表取締役） 賀 屋 知 行 鉄鋼部門長
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５.会社の体制および方針
（1） 取締役の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制その他業
務の適正を確保するための体制
当社の取締役の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制そ

の他業務の適正を確保するための体制は、以下のとおりです。

① 取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための
体制
法令等を遵守するための具体的な企業行動指針を定めた『企業倫理綱領』をコンプラ

イアンスの規範・基準とする。また、当社および主要グループ会社において、取締役会
の諮問機関として外部委員を入れた「コンプライアンス委員会」を設置する他、外部の
弁護士を受付窓口とする「内部通報システム」を導入するなど、外部からのチェックを
組み込んだ法令遵守体制を構築する。

② 財務報告の適正性確保のための体制整備
『財務報告に係る内部統制基本規程』に従い財務報告の適正性を確保するための社内

体制を整備する。

③ 取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制
『取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する規程』に従い、適切に取

締役の職務の執行に係る情報の保存および管理を行なう。

④ 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
『リスク管理規程』を策定することにより、業務の適正と効率性を確保する。『リスク
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取締役からの独立性を確保するために、その人事異動および人事評価等を監査役と事前
に協議する。

⑧ 取締役および使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関す
る体制



Ｄ／Ｅレシオ※

（IPPプロジェクトファイナンスを含むＤ／Ｅレシオ）
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あるいは明確にしないで、公開買付等の株券等の買付を行なうことをいいま
す。）など、株主の皆様の判断の機会または自由を制約し、事実上、株主の皆
様に当社株券等の売却を強要するおそれがあると判断される場合





－ －29

・本プランによって、当社株主の皆様は、大規模買付行為に応じるか否かを判断す
っ 轄 斿 蒓 G僌 眭愈 違¦ ・本プラで 様は社株 坾ン牡琶
よ 型 ∵
榛

も盛り込まれていることから、本プランは当社役員の地位の維持を目的とするものでは
ないと考えます。
・当社の現在のコーポレート・ガバナンス体制は、すべて株主総会を頂点として構
成されていること
・当社の取締役の任期は１年であり、解任のための株主総会決議要件の加重も一切
行なっておらず、経営者は、毎年、株主の皆様による過半数の決議による承認を
受けるべき立場にあること
・本プランは、大規模買付行為を棰十九
・本プランり当社取締役箇対ぜ措通‥批逃とす立合為仔前とつ宵細flむ撮順してで
れること
・大規模買付行為に関して当社取締役会が評価・検討し、対抗措置を発動する際に
は、外
内部留保資金につきましては、将来の成長のために必要な投資などに充てることを通

じて、収益力の向上に努めるとともに、財務体質の改善・強化を進めてまいります。
また、業績に応じた利益配分を考慮する上で、基準とする配当性向については、当面

の間、連結純利益の15％から25％程度を目安といたします。

(注) 本事業報告中の記載金額は、表示単位未満の端数を切り捨てております。


